
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

一

八

四

号

在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
員
の
在
勤
基
本
手
当
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
員
の
在
勤
基
本
手
当
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

「
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
額
並
び
に
住
居
手
当
に
係
る
控
除
額
及
び
限
度
額
を
定
め
る

政
令
」
の
別
表
第
一
に
よ
れ
ば
、
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
員
（
以
下
、
「
館
員
」
と
い
う
。
）
の
在
勤
基
本
手
当

は
、

大
使

八
十
六
万
円

公
使

六
十
九
万
円

特
号

六
十
五
万
七
百
円

�
号

六
十
二
万
六
千
五
百
円

�
号

六
十
万
二
千
四
百
円

�
号

五
十
二
万
七
千
六
百
円

�
号

四
十
五
万
五
千
百
円

�
号

四
十
万
二
千
四
百
円

�
号

三
十
五
万
四
千
百
円

一



�
号

三
十
二
万
五
千
五
百
円

�
号

三
十
万
千
三
百
円

�
号

二
十
七
万
七
千
二
百
円

と
な
っ
て
い
る
が
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日
現
在
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
該
当
す
る
「
館
員
」
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

配
偶
者
を
同
伴
す
る
外
務
省
在
外
職
員
に
関
し
て
は
配
偶
者
手
当
と
し
て
在
勤
基
本
手
当
に
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
加
算
さ

れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
平
成
十
八
年
三
月
一
日
現
在
、
配
偶
者
手
当
を
受
給
し
て
い
る
一
の
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
該
当

す
る
「
館
員
」
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

直
近
の
ロ
シ
ア
政
府
統
計
で
、
最
低
生
活
必
要
経
費
は
い
く
ら
に
な
っ
て
い
る
か
。
そ
れ
は
邦
貨
換
算
で
い
く
ら
か
。

四

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
付
答
弁
書
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
二
九
号
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
四
年
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
一
人

当
た
り
の
国
民
総
所
得
は
月
額
約
三
万
七
百
二
十
六
円
で
あ
る
が
、
か
か
る
経
済
水
準
の
任
国
に
お
い
て
一
の
在
勤
基
本
手

当
が
設
定
さ
れ
て
い
る
積
算
根
拠
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

任
国
の
物
価
水
準
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
一
の
在
勤
基
本
手
当
を
外
務
省
は
妥
当
と
考
え
る
か
。

六

「
館
員
」
の
在
勤
基
本
手
当
は
所
得
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
館
員
」
は
業
務
に
必
要
な
経
費
を
捻
出
し
て
い
る
と
解
し
て

二



よ
い
か
。
そ
れ
と
も
在
勤
基
本
手
当
は
業
務
遂
行
に
必
要
な
経
費
で
あ
り
、
所
得
で
は
な
い
と
解
す
る
べ
き
か
。

七

「
館
員
」
の
在
勤
基
本
手
当
が
経
費
な
ら
ば
、
国
民
の
税
金
を
使
用
す
る
以
上
、
精
算
が
な
さ
れ
る
の
が
当
然
で
、
剰
余

金
が
発
生
し
た
場
合
、
返
納
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


